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令和８年３月３１日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第１８号 

 

山鹿市行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 山鹿市行政組織規則（平成１７年山鹿市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第３項中「、特に必要があるときは」を削り、同項の表総務部人権啓発課の項の

前に次のように加える。 

総務部総務課 行政改革推進室 (1) 業務改革の推進に関すること。 

(2) 組織改革の推進に関すること。 

(3) 窓口改革の推進に関すること。 

第３条第２項中「それぞれ別表第２の」を「別表第２第１項又は第２項の表」に改め、

同条第３項中「別表第２の」を「別表第２第１項又は第２項の表」に改める。 

第７条の４の次に次の１条を加える。 

（まちづくり推進監） 

第７条の５ 建設部都市整備課に、必要に応じて、まちづくり推進監を置く。 

２ まちづくり推進監は、上司の命を受け、まちなかグランドデザインの推進に関する事

務を掌理する。 

別表第１総務部の部総務課の款行政係の項分掌事務の欄中第１４号及び第１５号を削り、

同款職員係の項分掌事務の欄第８号を削り、同部情報政策課の款情報管理係の項中「情報

管理係」を「情報管理・統計係」に改め、同項分掌事務の欄に次の２号を加える。 

(4) 基幹統計その他の国勢及び市勢の基本に関する統計調査に関すること。 

(5) 統計資料の収集及び保存並びに統計の解析に関すること。 

別表第１総務部の部情報政策課の款ＤＸ・行革推進係の項中「ＤＸ・行革推進係」を

「ＤＸ推進係」に改め、同項分掌事務の欄第４号を削り、同部防災監理課の款を次のよう

に改める。 

防災監理課 防災監理係 (1) 危機管理及び防災に関すること。 

(2) 防犯に関すること。 

(3) 交通安全に関すること。 

(4) 水防に関すること。 

(5) 建設工事等の入札及び請負契約に関するこ

と。 

(6) 建設工事等の検査に関する事務の総括に関 

   



  すること。 

(7) 物品購入等の契約に関すること。 

別表第１総務部の部財務課の款財産管理係の項中「財産管理係」を「公有資産マネジメ

ント係」に改め、同項分掌事務の欄に次の１号を加える。 

(6) 他の所掌に係る建築工事のうち大規模なものの設計、施工又は工事管理に関するこ

と。 

別表第１市民部の部市民課の款市民係の項第２０号中「窓口業務の連携その他」を削り、

同部環境課の款環境政策係の項分掌事務の欄第５号中「駆除」の次に「、飲用水の確保対

策」を加え、同表商工観光部の部企業誘致課の款を削り、同表建設部の部建設課の款建設

総務係の項分掌事務の欄に次の３号を加える。 

(6) 道路及び河川に係る用地の取得並びに登記に関すること。 

(7) 地籍調査に関すること。 

(8) 法定外公共物(農道、林道及び農業用水路を除く。)の境界の確認及び用途の廃止に

関すること。 

別表第１建設部の部建設課の款用地対策係の項を削り、同部都市整備課の款を次のよう

に改める。 

都市整備課 計画景観係 (1) 都市計画の企画及び立案並びに総合調整に

関すること。 

(2) 都市計画審議会及び都市計画の決定に関す

ること。 

(3) 都市計画のうち土地利用に関すること。 

(4) 住居表示制度に関すること。 

(5) 市街地開発事業に関すること。 

(6) 都市施設及び都市計画施設の整備に関する

こと。 

(7) 都市公園の整備及び管理に関すること。 

(8) 都市における緑地の保全及び緑化の推進に

関すること。 

(9) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

の規定による建築協定その他建築物に係る規

制に関すること。 

(10) 建築基準法の規定による道路位置の指定

に関すること。 

(11) 良好な景観の形成に関すること。 

(12) 建築物の質の向上その他の良好な居住環

境の形成に関すること。 

(13) 開発行為及び宅地造成に係る規制に関す

ること。 

 



別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条、第８条、第９条関係） 

１ 鹿北市民センター、菊鹿市民センター及び鹿央市民センター 

係 事務分掌 

地域市民係 (1) 市民相談に関すること。 

(2) 行政連絡機構に関すること。 

(3) 消防団に関すること。 

(4) 防災及び災害対策に関すること。 

(5) 防犯に関すること。 

(6) 交通安全に関すること。 

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の標識の

交付及び異動の申告の受付に関すること。 

(8) 地域の活性化を図るための施策の企画及び立案並びに推進に関

すること。 

(9) 防災無線に関すること。 

(10) 選挙事務に関すること。 

(11) 支所の庶務に関すること。 

(12) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 

(13) 民生委員・児童委員に関すること。 

(14) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による老人の援護及

び更生に関すること。 

(15) 身体障害者（児）・知的障害者の援護及び更生に関すること。 

(16) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

(17) 印鑑登録に関すること。 

(18) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 

(19) 畜犬の登録に関すること。 

(20) 不法投棄に関すること。 

(21) 前各号に掲げるもののほか、総務部、市民部、福祉部、農林

部、商工観光部、建設部、水道局、農業委員会及び教育部が所掌す

る事務に関する申請等の受付、相談、証明等に関すること。 

 

２ 鹿本市民センター 

係 事務分掌 

地域係 (1) 第１項の表地域市民係の項事務分掌の欄中第１号から第１１号

までに掲げる事務に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、総務部、市民部（地域生活課及び税

務課に限る。）、農林部、商工観光部、建設部、水道局、農業委員

会及び教育部が所掌する事務に関する申請等の受付、相談、証明等

に関すること。 

  



市民係 (1) 第１項の表地域市民係の表事務分掌の欄中第１２号から第２０

号までに掲げる事務に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市民部(地域生活課及び税務課を除

く。)及び福祉部が所掌する事務に関する申請等の受付、相談、証

明等に関すること。 

 別表第４中「用地対策監」の次に「 まちづくり推進監」を加える。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（山鹿市防災行政無線通信施設の管理及び運用に関する規則の一部改正） 

２ 山鹿市防災行政無線通信施設の管理及び運用に関する規則（平成１７年山鹿市規則第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第４項中「総務部防災監理課防災係長」を「総務部防災監理課防災監理係長」

に改め、「各支所の」の次に「地域市民係長又は」を加える。 

  様式第２号中「あて先」を「宛先」に改める。 

（山鹿市水道事業管理者への事務委任規則の一部改正） 

３ 山鹿市水道事業管理者への事務委任規則（平成１７年山鹿市規則第１７７号）の一部

を次のように改正する。 

  本則中「次に掲げる」を「公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用に係る使用料

の徴収に関する」に改め、第１号及び第２号を削る。 

 （山鹿市公営企業の指定職員に関する規則の一部改正） 

４ 山鹿市公営企業の指定職員に関する規則（平成２２年山鹿市規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１号ただし書中「業務係長」を「水道係長」に改める。 


